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１．目的

近年、地震、水害等の自然災害により、発災後の災害廃棄物処理対応の重要性が再認識さ

れている。片付けごみは、発災直後から即座に対応が必要とされ、被災住民の生活再建に向

けて住民やボランティアにより家の前や集積所に排出される。

排出から収集運搬に当たっては、自治体と住民組織及びボランティアの連携が重要にな

るが、遅れが生じた場合、道路上や公園などに災害廃棄物が混合状態で堆積してしまい、復

興・復旧に大幅な遅れが生じてしまう。

このような状況を未然に防ぎ、自治体が適切かつ迅速、円滑に片付けごみの回収を行うこ

とができるよう、あるいは支援が必要となった場合に他自治体が迅速・円滑に支援を行うこ

とができるよう、片付けごみの回収戦略を検討することが必要である。

本マニュアルは、自治体が片付けごみの回収戦略を検討するために必要な事項や、仮置場

等を活用した戦略をとる場合の仮置場等設営・運営管理方法について、「片付けごみ処理対

策連携マニュアル（令和 5年 2月 近畿地方環境事務所）」及び「災害廃棄物対策指針（改

定版）」を基に、災害時の初動時における片付けごみの処理に対し、市町村の職員が使用す

ることを想定した「片付けごみ対応マニュアル（汎用版）（案）」として作成した。本マニュ

アルの作成にあたり、モデル自治体における具体的なケーススタディ結果をフィードバッ

クした。

【用語説明】

●片付けごみ：

片付けごみは、住民が自宅内にある被災したものを片付ける際に排出される家具、家

電、畳・敷物などの災害廃棄物指す。災害で壊れていないごみや、日常の生活ごみなど

は、片付けごみに該当しない。なお、家電 4品目については、家電リサイクル法に基づ

いた処理が必要となる。

●仮置場：

片付けごみや被災家屋の解体に伴い発生するごみを搬入し、分別管理がされ、仮置・粗

選別を行う場所。集積所よりも大規模で、住宅地から少し離れた場所に設置することが

望ましい。市が設置・管理。大型トラック・重機が入る。

●集積場（住民用仮置場）：

片付けごみを一時的に集積し、ある程度の分別や搬入ルールが定められた場所。比較的

小規模で、住宅の近辺に設置。主に町内会や自治会等が設置・管理する。
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本マニュアルでは、片付けごみ回収戦略を主眼として、片付けごみ集積のための集積所と、

片付けごみや被災家屋の解体に伴い発生するごみを搬入する仮置場について述べている。

集積所と仮置場は、【用語説明】で示したように、用途により使い分けることとなる。集

積所、仮置場の区分のため、図表 1.1-1 に区分ごとの使用条件のイメージを示す。

図表 1.1-1 仮置場の区分と条件イメージ

特徴・条件 集積所（住⺠⽤仮置場） 仮 置 場

搬入対象物 ・片付けごみ
・片付けごみ
・解体・撤去による廃棄物

設置者
・⾃治会等の住⺠組織
※自治体の場合もある

・自治体

設置場所
期間

・自治会/小学校区単位で家の近く
・一時的な仮置き(約1〜3箇月)

・郊外の離れた場所が多い
・⻑期に渡って活⽤（約1〜3年)

広さ
・100ｍ2程度(大型車両搬出不可)
・人力で搬入できる程度の広さ
・児童公園や集会所駐車場程度

・１ha程度(大型車両搬出可)
・重機利用や粗選別できる広さ
・運動公園や地区運動場程度

管理
・⾃治会等の住⺠組織による管理が望ま
しい

（適正な分別や満杯時の報告等が必要）
・自治体による管理(業者委託)

持込方法
・主に手作業・一輪車・リヤカー・自家
用車(軽トラック等)等で持ち込み

・主に自家用車(ワゴン車、軽ト
ラック等)等で持ち込み

（自治体による搬入はパッカー車・
トラック等）

その他共通
・閉鎖まで他の用途がないこと、もしくは本来の用途の中断が可能なこと
・道路等の被災により収集運搬車両のアクセスが制限されていないこと
・舗装してあることが望ましい
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２．片付けごみ回収戦略

2.1 片付けごみ回収戦略の考え方

（１）回収戦略の全体像

片付けごみ処理対策連携マニュアル」を基に作成した片付けごみの回収戦略の種類を図

表 2.1-1、図表 2.1-2 に示す。片付けごみの排出場所は、図表 2.1-3 に示すとおり家の前、

集積所、仮置場の 3つに大別され、排出場所に応じて収集運搬を行う必要がある。回収戦略

は、3つの戦略から、併用を含めて地域に応じて選択することが基本となる。

住民による排出場所と自治体による収集運搬体制について、それぞれ次頁以降に概要や

メリット、課題等を示す。

図表 2.1-1 片付けごみ回収戦略の種類

戦略 1

・住民が家の前に排出して自治体が戸別収集

・住民は、片付けごみを家の前に排出する。

・自治体は、家の前から仮置場まで、パッカー車等により運搬する。

・仮置場から中間処理施設までは、自治体が主に民間事業者に委託し分別品目ごと

に大型ダンプ車等により、再資源化施設や焼却施設、最終処分場へ運搬する（①～

③共通）。

戦略 2

・住民が集積所に排出して自治体が拠点収集

・住民は、家から集積所まで、片付けごみをリヤカーや台車等により排出する。

・自治体は、集積所から仮置場まで、パッカー車等により運搬する。

・仮置場から中間処理施設までは、自治体が主に民間事業者に委託し分別品目ごと

に大型ダンプ車等により、再資源化施設や焼却施設、最終処分場へ運搬する（①～

③共通）。

戦略 3

・住民が仮置場に排出して自治体が運搬

・住民は、家から仮置場まで、片付けごみを軽トラック等により排出する。

・仮置場から中間処理施設までは、自治体が主に民間事業者に委託し分別品目ごと

に大型ダンプ車等により、再資源化施設や焼却施設、最終処分場へ運搬する（①～

③共通）。
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図表 2.1-2 住民による排出場所と自治体による収集運搬の３パターン

図表 2.1-3 片付けごみの排出場所のイメージ

住民 自治体
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（２）住民による排出場所

住民による片付けごみの排出場所ごとの特徴は、図表 2.1-4～図表 2.1-6 のとおりであ

る。

図表 2.1-4 片付けごみの排出場所のイメージ（戦略 1）

検討事項 検討内容

排出
場所

敷地内
・住⺠が⽚付けごみを庭やガレージに排出する場合は、排出の意思表
示「災害ごみ」等の紙を貼るなどルールを定める。

前面道路
・土地の確保が困難な人口密集地で、車両等の通行に支障のない程度
にスペースを確保できる場合は、片付けごみの排出における道路の
利用について、平時から関係者と調整することが望ましい。

分別管理

・平時から分別ルールを決定し、住⺠等に周知することが望ましい。
・特に平時から⼾別収集を⾏っている場合は、片付けごみと生活ごみ
を区分できるよう排出ルールを決定する。

・家の前から片付けごみの収集が滞ると混合状態となる可能性がある
ため、早期に収集体制を確保する。

収集計画
・家の前から仮置場への収集運搬体制（直営、委託、支援要請等）を
検討する。

・収集運搬車両が逼迫して遅れが生じた場合の連絡方法等を検討する。

検討事項

住民による片付けごみの排出場所を「家の前」にする場合の検討事項には、以下のものが挙げ
られます。
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図表 2.1-5 片付けごみの排出場所のイメージ（戦略 2）

検討事項 検討内容

場所の
選定

・⾃治会等住⺠組織が平時から排出場所を検討し、災害時に利用する際は、自
治体に連絡するなどのルールづくりが望ましい。

受入範囲
・自治体は、集積所ごとに片付けごみの搬入対象とする家屋の単位を決定する。
（地域によっては、複数の自治会で共同で活用する場合も考えられる。）

管理方法

・⾃治会等住⺠組織が管理する体制が望ましい。
※⾃治会等住⺠組織が管理する場合、可能な範囲で分別状況などを確認する
（例えば集積所で問題が生じた場合は、写真を自治体担当者に送付する等）。
集積所が満杯、または混合状態になるようなときは、閉鎖の判断をする。閉
鎖後は、自治体と連携して搬出日程などの調整を行い、再開等の検討を行う。

・便乗ごみの排出防止策を検討する。（区域外の不法投棄禁止等の掲示、ダ
ミーカメラによる監視警告等）

収集計画
・集積所から仮置場への収集運搬体制（直営、委託、支援要請等）を検討する。
・集積所の搬入状況と搬出のタイミングを連絡調整できる体制を検討する。

検討事項

住民による片付けごみの排出場所を「集積所」にする場合の検討事項には、以下のものが挙げ
られます。
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図表 2.1-6 片付けごみの排出場所のイメージ（戦略 3）

検討事項 検討内容

場所の選定 ・自治体が平時から候補地を検討し、災害時は候補地から適地を選定する。

受入範囲
・仮置場ごとに概ねの受入地域を設定する。

・地域外のごみや、ついでごみ等の便乗ごみの搬入防止対策を検討する。

管理方法

・仮置場に管理者を配置し、受付で搬入物の確認、分別の指導、場内の誘導
等を行う。

・火災発生等に対する環境対策、施錠等による安全対策などを行う。

・⺠間への委託により管理を⾏う場合は、自治体と連携して、搬入状況等の
情報共有を行う。

収集計画

・仮置場の搬入状況と搬出のタイミングを連絡調整できる体制を検討する。

・大型車両による搬出は、事前に周辺環境に配慮した時間帯やルート設定を
行う。

検討事項

住⺠による⽚付けごみの排出場所を「仮置場」にする場合の検討事項には、以下のものが挙
げられます。
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（３）自治体による収集運搬体制

片付けごみの排出場所ごとの自治体による収集運搬体制とその特徴は、図表 2.1-7～図表

2.1-9 のとおりである。

図表 2.1-7 片付けごみの収集運搬のイメージ（戦略 1）
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図表 2.1-8 片付けごみの収集運搬のイメージ（戦略 2）

図表 2.1-9 片付けごみの収集運搬のイメージ（戦略 3）
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2.2 片付けごみ回収戦略の対応フロー

「災害廃棄物対策指針（改定版）」の技術資料【技 17-3】に示される「片付けごみの回収

戦略」を基に作成した片付けごみ回収戦略の対応フローを図表 2.2-1 に示す。本フローは災

害時の対応方針を示しているが、平時に検討を行うことにより発災時に速やかな対応が可

能となる。片付けごみ回収戦略を決定する際に考慮する事項は図表 2.2-2 のとおりである。

図表 2.2-1 片付けごみ回収戦略の対応フロー

災害発生

・仮置場の事前確保状況
・仮置場の管理・運営人員の確保
・利用可能な車両・人員の確認
・被災住民による直接搬入の支障有無
・被災地域の道路状況

①被災地域特性の確認

・直下型地震災害
・津波を伴う海溝型地震
・風水害
・土砂災害
災害の規模・種類から片付けごみの排出量・
時期を推定（特に水害では排出時期が早い）

大規模災害

・利用可能な車両・人員の確認
・被災地域の道路状況の確認

（発生前は地域防災計画等で想定災害を確認）

（発生前に検討しておくことが望ましい）

④片付けごみ回収戦略の決定

③地域リソースの確認

（発生前に確認しておくことが望ましい）

・①～③を踏まえて、住民による排出場所を選択する。
・自治体ごとに複数の排出方法を採用するなど、地域に応じ
て排出場所を決定する。

②災害の種類・規模の確認

⑤戦略に応じた住民広報

⑥片付けごみ回収の実施

中規模災害 小規模災害

回収戦略の
対象外

・集積所の事前確保状況
・地域コミュニティによる集積所管理体制の確認
・被災住民による搬入の支障有無

【家の前】

【集積所】

【仮置場】
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図表 2.2-2 片付けごみ回収戦略を決定する際に考慮する事項

住民による片付けごみの「排出場所」を決定するための判断要素には、以下のものが挙げられ
ます。平時のごみ収集方法をベースに、地域に応じて排出場所を検討する必要があります。

検討要素 種 類 ⼾別 集積所 仮置場 備 考

災害の規模

大規模 △ ◎ ◎
大量の片付けごみのため、集積所・管理が必要、仮置場へ
の直接搬入は渋滞・収集車両人員不足が発生。

中規模 △ △ ◎ 他の検討要素を踏まえ、集積所、⼾別回収を選択。

小規模 ○ △ ○
⼾別収集により、通常の収集⽅法で対応可能、仮置場不要
か検討。

地
域
特
性

住居種類

⼾建て ○ △ ◎ 前面道路幅、ガレージや庭への保管も含め検討。

⻑屋建て △ ◎ ○ 敷地・道路が狭隘で家の前への排出が困難。

共同住宅 △ ◎ ○

共同敷地面積によるが、排出場所の確保が困難な場合は駐
車場の活用を検討。マンションや集合住宅の管理組合等に、
災害時のごみ排出場所を⽇頃から住⺠と話し合うよう働き
かけることが望ましい。

土地利用

住宅密集地 △ ◎ △ ⼈⼝密集地における⼾別収集は困難、集積所確保が必須。

農村地 ○ △ ◎ 広い家屋に集積し、自家用軽トラで直接仮置場搬入も可能。

準工業地 △ ○ ◎
職住近接、集積所、運搬車両の調達など事業者との協力の
可能性。

世帯構成 高齢者世帯 ◎ △ △
高齢者世帯が多い地域は、片付けごみの排出や運搬にボラ
ンティア等の援助が必要。

自治会等
住⺠組織
の機能

良好 △ ◎ ○ 防災意識の⾼い⾃治会等住⺠組織が機能している。

可能 △ △ ○
⾃治会等住⺠組織は活発ではないが、発災時には機能する
可能性あり。

不可 ○ △ ○ 自治会組織率が低く、地域での防災意識が低い可能性あり。

排出場所の判断要素（災害規模・地域特性）

△○◎：目安として示したものであり、地域に応じて総合的に判断する必要があります。

項目 内 容

収集車両
の確保

・運搬車両数の確保
※優先順位例：①自治体保有車両→②委託事業者→③一般廃棄物の許可車両→
④産業廃棄物関係事業者やトラック協会等の車両→⑤他自治体への支援要請

・運搬車両の選定（回転板式パッカー車、プレスパッカー車、平ボデー車、ダン
プ車等）

収集物の
絞り込み

・家庭ごみ（生ごみを含む燃えるごみ）のみ収集

・資源ごみ収集の一時中断（缶・ビン・ペットボトル等の資源は一時的に自宅で
保管）

・粗大ごみ収集の一時中断（災害ごみとしての排出は禁止）

輸送
・高速道路の活用（災害廃棄物運搬車両への通行許可証対応）

・支援自治体等の支援区域割りによる効率的な収集の検討

対応時間

・業務時間の延⻑・⼟⽇祝⽇収集の実施
※早朝収集で「家庭ごみ収集」、午後から「片付けごみ収集」を行ったり、
「資源ごみ収集日」を「片付けごみ収集日」に変更するなど、日程や時間帯に
よる対応を災害の状況によって検討

収集計画の作成にあたって定める事項

平時の収集運搬体制をもとに以下の項目を検討し、収集計画を作成します。

対応が困難な場合は、支援要請により車両・人員を確保し、収集エリア、集積所、収集物等
の分担を検討し、収集計画を作成します。
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2.3 フローに沿った具体的な検証

被災自治体による片付けごみ回収戦略の検討・決定にあたっては、図表 2.3-1 に示す手順

及び判断要素を参照する。

図表 2.3-1 片付けごみ回収戦略の検討手順と判断要素

手
順
①

【災害の種類・規模に応じた回収戦略の検討・決定】

災害の種類や規模、被災状況によって片付けごみの排出量や排出時期が異なることか

ら、災害の種類・規模に応じて採用する回収戦略を検討・決定する。

【判断要素】

・片付けごみの排出量（災害規模、被災状況）

・片付けごみの排出時期（災害種類）

手
順
②

【地域で有するリソースに応じた回収戦略の検討・決定】

自治体が有するリソースの状況を踏まえ、自地域に適した回収戦略を検討・決定する。

【判断要素】

・仮置場の複数確保・分散配置

・仮置場の管理・運営人員の確保

・回収に要する車両・人員の確保

・町会・自治会による集積所管理体制の構築

・被災住民による直接搬入の支障有無（要支援世帯の割合や自家用車の被災等）

・道路状況（渋滞、通行止め、交通規制等の発生状況）

出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」（平成 30 年 3 月 環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室）

技術資料【技 17-3】を基に作成
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（１）災害の種類・規模

災害の規模や種類により、片付けごみを含む災害廃棄物処理の対応は異なる。

地震と風水害における被害規模と災害廃棄物発生量及び処理期間を、それぞれ図表 2.3-

2、図表 2.3-3 に示す。大規模な地震災害では、広範囲にわたって建物被害が発生し、発生

量が多い傾向にある。一方、風水害では、河川氾濫域における浸水被害等が主となることか

ら、災害廃棄物発生量は地震災害と比較すると少なく、処理期間も短い。

地震と風水害では、図表 2.3-4 に示すとおり災害廃棄物の発生時期や組成等の特徴が異

なり、特に水害では、片付けごみの発生時期が地震災害よりも早いことから、留意が必要で

ある。

図表 2.3-2 被害規模と災害廃棄物発生量（推計）及び処理期間【地震】

地 震

災害名 規模・震度等 損壊家屋数 処理期間 災害や被害の特徴

阪神・淡路
大震災

平成7年1月

地震の規模:7.3Mw
最大震度:7
内陸地震

全壊：104,906
半壊：144,274
一部損壊：390,506
焼失：7,534

約3年
1500万トン

・人口350万人が密集する神戸市、阪神地域、淡
路地域で発生した都市直下型地震。

・大都市で発生したため、家屋倒壊、ライフラ
インに大きな被害が発生し、大火災も発生した。

新潟県
中越地震

平成16年10月

地震の規模:6.8Mw
最大震度:7
内陸地震

全壊：3,175
半壊：13,810
一部損壊：103,854

約3年
60万トン

・避難者約10万人、住宅損壊約12万棟、上越新
幹線の不通など、公共インフラ被害による大き
な経済的影響を及ぼした。

・山古志村（現長岡市）では地震により多くの
箇所で崩壊や地すべりが発生し被害が生じた。

東日本大震災
平成23年3月

地震の規模:9.0Mw
最大震度:7
海溝型地震

全壊：118,822
半壊：184,615

約3年
(福島県を除く)

3100万トン

・東日本の太平洋沿岸部を中心に、13道県239市
町村において災害廃棄物約２千万トン、津波堆
積物約1.1千万トンが発生。

熊本地震
平成28年4月

地震の規模:6.7Mw
最大震度:6強×2回
内陸地震

全壊：8,668
半壊：34,492
一部損壊：154,098

約2年
303万トン(※1)

・同一地域において震度7の地震がわずか28時間
の間に2度発生、また震度６弱以上７回発生。

・県内73施設（92設備）のうち、23施設（29設
備）が被災し、このうち13施設（19設備）が一
時稼働停止した。

大阪府北部を
震源とする地震
平成30年6月

地震の規模:Mj6.1
最大震度:6弱
内陸地震

全壊：18（※1）

半壊：512（※1）

一部損壊：55,081
（※1）

約1年
1万3100トン

・通勤時間に発災したため、職員の出勤が遅れ、
初動対応時の被害状況の確認に支障が生じた。

・大きな家屋被害はなかったものの、一部の廃
棄物処理施設で被害が生じた。

北海道胆振
東部地震

平成30年9月

地震の規模:Mj6.7
最大震度:7
内陸地震

全壊：409(※2)

半壊：1,262(※2)

一部損壊：
8,463(※2)

約1年半
7万4000トン

・地震による直接的な被害に加え、液状化や停
電が発生し、食品廃棄物等が多く発生した。

・停電の影響により廃棄物の収集・運搬及び処
理施設の稼働に支障が生じた。

(※1) 被害棟数：滋賀県、奈良県、兵庫県･･･「大阪北部を震源とする地震に係る被害状況等について」（平成30年7月5日18時00分現在、内閣府）大
阪府･･･「大阪府北部を震源とする地震」（平成30年11月2日14時00分、大阪府）京都府･･･「大阪北部の地震の被害状況について（第20報）」（平成
30年7月17日9:00現在、京都府災害対策本部）、和歌山県･･･和歌山県災害対策課への聞き取り、災害廃棄物発生量：府県調査結果 をもとに作成
(※2) 平成30年北海道胆振東部地震に係る被害状況等について（平成30年10月29日17時30分時点）
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図表 2.3-3 被害規模と災害廃棄物発生量（推計）及び処理期間【風水害】

図表 2.3-4 地震と水害による災害廃棄物処理の違い

災害名（発生年月） 降水量等の規模 損壊家屋数 処理期間 災害や被害の特徴

伊豆大島豪雨災害
H25年10月

１時間降量:122.5mm
24時間降水量:824.0mm
平年降水量の約2.5倍

全壊：50
半壊：26
一部損壊：77

約1年
23万トン

・山腹崩壊が起こり、道路、集落、渓流、
漁港等に土砂が流出。

広島県土砂災害
H26年8月

１時間降量:121㎜
24時間降水量:287mm
土砂災害166か所（う
ち土石流107か所、が
け崩れ59か所）が発生

全壊：179
半壊：217
一部損壊：189
浸水被害：4,164

約1.5年
52万トン

(土砂流木等含む)

・台風第12号,11号が相次いで日本列島に
接近し、前線が日本付近に停滞し、日
本付近への暖かく非常に湿った空気の
流れ込みがが継続(線状降水帯)した。
結果、同時多発的に大規模な土石流が
発生した。

関東・東北豪雨
（常総市）H27年9月

１時間降量:75.5㎜
24時間降水量:551mm
平年降水量の2倍以上

全壊：53
半壊：5,054
浸水被害：3,220

約1年
5万2千トン

・常総市三坂町地先（鬼怒川左岸21.0㎞
付近）における市の約1/3の面積に相当
する約40㎢が浸水し、常総市役所も孤
立した。

平成30年7月豪雨
(岡山県,広島県,愛媛県)

（平成30年7月）

6月28日～7月8日まで
の総降水量
四国地方:1800mm
東海地方:1200mm
を超える。平年降水量
の2～4倍

全壊：6,539(※1)

半壊：9,511(※1)

一部損壊：3,196(※1)

床上浸水：6,515(※1)

床下浸水：14,330(※1)

約2年

岡山県:約44万t
広島県:約 6万t
愛媛県:約11万t

・西日本を中心に全国的に広い範囲で記
録的な大雨。

・特に長時間の降水量について多くの観
測地点で観測史上１位を更新。

平成30年台風第21号
（平成30年9月）

最大風速
室戸市室戸岬:48.2m/s
関西空港:46.5m/s
和歌山市:39.7m/s

全壊：49(※2)

半壊：517(※2)

一部損壊：74,718(※2)

床上浸水：168(※2)

床下浸水：426(※2)

約５万t

(近畿2府4県)

・四国や近畿地方で猛烈な風雨や高潮が
発生した。最大風速で観測史上第1位を
更新したところが全国で53地点あった。
大阪、兵庫、和歌山、徳島で過去の最
高潮位を超えた。

(※1) 平成30年７月豪雨による被害状況等について（岡山県、広島県、愛媛県の合計）（平成30年10月9日17時00分時点）
(※2) 「平成30年台風第21号に係る被害状況等について」（平成30年10月2日17時00分現在、内閣府）、「台風第21号に係る被害等に
ついて（第30報）」（平成30年12月25日現在、大阪府）、「台風第21号に係る被害等について（第8報）」（平成30年11月1日現在、兵
庫県）、災害廃棄物発生量･･･府県調査結果 をもとに作成）

項 目 地 震 水 害

発生個所
（時期）

• 地盤や土地利用等の状況によって変
化（耐震性の低い建物が被災）

• 突発的に発生

• 河川決壊は低地部、土砂災害は山麓部に被害が集
中

• 夏～秋季を中心に発生（集中豪雨や台風時期）

廃棄物組成
の特徴

• 全壊等の建物撤去によるものが中心
• 瓦・コンクリートブロックなど、不燃物

の排出が多い
• 片づけごみは、割れ物、家具、家電

類が比較的多い

• 大量の生木、流木、岩石が発生する場合がある
• 床上・床下浸水による片づけごみが多く、建物解体は

比較的少ない
• 片づけごみは、水分・土砂等を含んだ畳・敷物・衣類・

木くずや大型ごみ（家具等）が発生

片づけごみ
の排出状況

• 家から壊れた物を排出し、必要なも
のは家の中で保管する

→比較的分別されて排出されやすい

• 床下の泥だし・消毒乾燥のため、浸水した家から濡れ
た物をいったん排出し、必要なものを取り出す→比較
的分別されにくい

特に注意が
必要なこと

• 比較的広範囲が被災するため、災害
廃棄物発生量は多い

• 倒壊家屋解体は重機使用

• 水分、泥等を含むため、ごみ出しが困難
• 水分を含むため、腐敗しやすく、悪臭・汚水発生に注

意
• 分別排出が困難なため、集積場では大まかな分類を

実施
• 浸水した浄化槽は速やかにし尿等の収集が必要

ごみ出し先、

収集運搬時
の注意点

• 基本は家の前、ガレージや庭先に分
別してごみ出し、道路事情が悪い場
合は、集積場を検討

• 水分による重量増のため、積み込み時に注意が必要
• 床上浸水以上は、一軒当たりの排出量が多く、ごみ出

しは地震より早くなるため、早期の収集が必要
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災害発生時には、速やかに災害の種類や規模を確認し、災害廃棄物処理に関する方針を関

係機関で協議することが必要となる。

図表 2.3-5 は、被災状況に応じた支援スキームの段階を整理したものであり、市町村だけ

でなく、必要に応じて広域的な連携体制を構築して対応する必要がある（関係者との連携に

ついては、4.4 節参照）。

図表 2.3-5 被災状況による支援スキームの段階（ステージ）

災害発生時には実際の被災状況を、事前の検討時は災害廃棄物処理計画や地域防災計画

から対象災害の種類・規模を確認する。

確認結果を下記に記載

災害の種類 規模 備考

□直下型地震災害

□津波を伴う海溝型地震

□風水害

□土砂災害

□大

□中

□小

対応の段階 災害廃棄物処理への対応 対応者 災害規模の例

市町村対応
(ステージ１)

通常処理
平時のごみ処理と同じスキームで対
応。支援を必要としない。

・市町村
・直営・委託事業者

―

仮置場設営
市町村がもつ事業継続力に加え、協
定締結事業者の支援で対応する。

・協定締結事業者
平成28年鳥取県中部地震
平成26年丹波豪雨
平成25年台風18号

府県内連携
（ステージ２）

従来の行政区域内だけでは対応が困
難な被災市町村が、府県や府県内の
近隣市町村の支援を受け、災害廃棄
物処理を進める。

・府県
・近畿地方環境事務所
（※状況に応じて支
援）

平成30年大阪府北部地震
平成30年台風第21号
平成25年淡路島地震

ブロック内連携
（ステージ３）

府県内だけでは対応が困難な被災市
町村が、近畿ブロック内の他府県の
支援を受け、災害廃棄物処理を進め
る。

・近畿地方環境事務所
・近畿圏支援チーム

令和元年東日本台風

ブロック間連携
（ステージ４）

近畿ブロック内が広く被災してお
り、近畿ブロック内だけでは対応が
困難な災害廃棄物処理について、他
の地域ブロックの支援を受けて進め
る。

・全国支援チーム 平成23年東日本大震災

※対応の段階に対応する災害規模の例は、被害が大きい自治体から見たものとする。
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なお、実際に災害が発生した場合は、実際の被害状況・被災家屋数を踏まえて図表 2.3-6

を基に片付けごみの発生量を推計する。

図表 2.3-6 片付けごみ発生量の推計方法

出典：中小規模市町村の府県調整型災害廃棄物処理計画策定モデル事業（令和 2 年 近畿地方環境事務所）

（２）地域リソースの確認

片付けごみの処理に係る地域リソースの状況を確認する。

１）仮置場の事前確保状況

・自治体における仮置場候補地の、片付けごみを仮置きできる面積を事前に確認する。

・仮置場候補地が仮置場専用ではない場合、利用に向け他部局や周辺住民等との調整が必要

である。

◆仮置場候補地の確認

確認結果を下記に記載

仮置場候補地名称 利用可能面積(m2) 備考

・

・

・

・

・

・

・

・

◆水害による片付けごみ発生量＝①被災棟数×発生原単位

 被災棟数：半壊棟数、床上浸水棟数、床下浸水棟数

※水害は 1階部分が被災すると想定し、世帯数＝棟数とした

 発生原単位
被害想定 発生原単位

半壊 4.60t/棟

床上浸水 4.60t/棟

床下浸水 0.62t/棟

◆片付けごみ＝半壊・床上浸水・床下浸水の建物による片付けごみ発生量

◆地震による片付けごみ発生量＝①被災世帯数 × ②発生原単位

①被災世帯数＝避難者数 ÷ 平均世帯人員

 平均世帯人員：H30 住民基本台帳人口（平成 31年 1 月、総務省）をもとに算出

②発生原単位
片付けごみ発生想定ケース 発生原単位

最小 0.5t/世帯

最大 4.6t/世帯
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◆片付けごみの仮置場必要面積の推計

環境省の災害廃棄物対策指針技術資料に示される仮置場必要面積の算出方法（以下、「指

針の手法」という）を図表 2.3-7 に示す。片付けごみの処理における必要な集積期間及び処

理期間を考慮し、処理期間を通して一定割合で災害廃棄物の処理が続くことを前提として

必要面積を算出する条件を図表 2.3-8 に示す。

実効性のある片付けごみの処理の為には、事前に仮置場候補地の面積における片付けご

み仮置き可能量を算出した上で、具体的な利用可能な面積での片付けごみ処理の運用を検

討することが望ましい。

図表 2.3-7 指針の手法による仮置場必要面積の算出方法

図表 2.3-8 仮置可能量の算出条件

項目 条件

集積期間 1か月

処理期間 6か月

見かけ比重※ 1.0t/m3

積み上げ高さ※ 2m または 5m

作業スペース割合 1

※「②平成 31 年度災害廃棄物処理計画策定モデル事業（近畿ブロック）に基づく手法」を参考に設定

確認結果を下記に記載

片付けごみ発生推計量 片付けごみ仮置場必要面積 備考

(t) (m2)

２）地域コミュニティによる集積所管理体制の確認

集積所の片付けごみ回収にあたり、自治体においてより具体的な土地の活用を行うこと

を目的として、片付けごみ対応の規模に適した地域コミュニティを単位とする。発災後

は、被災地域を考慮し片付けごみ対応が必要な地域を抽出する。

選定した地域において、集積所に適した候補地（オープンスペース）を事前に抽出す

る。
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確認結果を下記に記載

対象地域 備考

・

・

◆片付けごみの集積所必要面積の推計

集積所では、小規模な面積で多数が速やかに設置される。集積所の仮置き可能面積の推計

手法は図表 2.3-9 の指針の手法を参考にし、図表 2.3-10 に示す条件を設定した。なお、集

積所では片付けごみを密に積むことは難しいと想定し、見かけ比重を 1.0t/m3だけではなく

0.4t/m3とした場合でも推計した。

図表 2.3-9 指針の手法による仮置場必要面積の算出方法

図表 2.3-10 集積可能量の推計条件

項目 条件

集積期間 0.4 か月

処理期間 1か月

見かけ比重 0.4t/m3、1.0t/m3

積み上げ高さ 2m

作業スペース割合 1

確認結果を下記に記載

片付けごみ発生推計量 片付けごみ集積所必要面積 備考

(t) (m2)
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３）仮置場の管理・運営人員の確保

・災害廃棄物処理計画や地域防災計画を確認し、発災時に自治体職員が仮置場の運営管理に

対応可能であるか確認する。

・仮置場の運営管理を民間事業者へ委託できるか確認する。

【課題】民間事業者への仮置場運営管理に係る委託内容を事前に整理する必要がある。

確認結果を下記に記載

職員での対応可否 民権事業者への委託の可否 委託可能事業者名

□可

□不可

□可

□不可

４）回収に要する車両・人員の確保

片付けごみ対応は、仮置場及び集積所の面積よりも、搬出速度が律速となる可能性がある。

図表 2.3-11 に、集積所の搬入・搬出について条件を設定し、対応時期の検討を行った。

搬入については、片付けごみを 100t 集積できる集積所（約 400m2）を設定すると、約 5 日

（≒1 週間）で満杯になると想定される。また、集積所から片付けごみ 1,000t を仮置場も

しくは処分先に搬出するには約 10日（≒2週間）かかると想定される。よって、図表 2.3-

20 の設定では、発災から 1 週間以内を目途に集積所からの搬出ができる体制を整備する必

要があり、更に 2週間程度（発災から 3週間程度）で搬出を行うこととなる。

発災後の住民の生活環境保全や、集積所の長期間の設置による便乗ごみ排出の防止等を

考慮すると、集積所における片付けごみ対応は、発災から 1か月程度を目標に収束させる必

要があり、特に集積所から仮置場もしくは処分先への搬出体制を早期（発災から 1 週間以

内）に整備する必要があると考えられる。

図表 2.3-11 集積所の搬入・搬出の検討

搬入
条件

集積所 片付けごみを 100t 集積できる集積所（約 400m2）

車両 軽トラック（積載量 0.35t）

搬入速度 10分に 1台（1時間に 6台、1日に 60台）

想定結果 約 5日で満杯（286 台の軽トラックが搬入すると満杯）

搬出
条件

車両 2t 平ボディ車（片付けごみはパッカー車使用不可と想定）

搬出速度
10台で集積所⇔仮置場（処分先）を 1日 5往復（1日 100t 搬出

可）

想定結果 片付けごみ 1,000t を搬出するには約 10日かかる
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災害廃棄物処理計画や地域防災計画を確認し、発災時に収集運搬に利用可能な車両・人

員を確認する。

【課題】

・収集運搬の委託業者は周辺自治体とも委託契約を結んでいる場合、周辺自治体も被災し

た場合には、自治体で利用できる車両・人員を確認する必要がある。

・住民による集積所への片付けごみの搬入に使用する資機材が不足する場合がある。この

場合、集積所への搬入期間が長期化し処理が滞る可能性があるため、民間事業者やボラ

ンティアとの連携を行う必要がある。

・狭あい所では、車両の通行が困難なため収集運搬の搬出速度は遅くなり、往復回数が不

足し、必要車両台数が不足する可能性がある。

確認結果を下記に記載

収取運搬車資機材 備考

委託収集車： 台

許可収集車： 台

その他 ： 台
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５）被災住民による直接搬入の支障有無、被災地域の道路状況

・自治体の地域特性を踏まえて、被災住民による直接搬入の支障有無を確認する。

・直接搬入には車両を利用することが多いため、対象範囲での住民の車両保有状況や仮置

場・集積所候補地周辺の道路状況を確認する。

・都市部では、自家用車を所有しておらず仮置場への直接搬入ができない住民が多くいると

想定される。

・設置する集積所が狭あい箇所に位置する場合、車両の進入が困難となることが想定され

る。

・仮置場候補地まで距離が離れている、かつ車両が無い場合は仮置場への直接搬入は困難に

なると想定される。

【課題】

・仮置場候補地までの距離が離れている場合、住民への広報・周知が重要である。

・車両を有していない住民や、自身では災害廃棄物を持ち出せない高齢者等の要配慮者に

対する支援（公助・共助）が必要。

・ボランティアや地域内民間企業との災害時の連携が望まれる。

確認結果を下記に記載

住民の車両保有状況 仮置場・集積所候補地周辺の道路状況 直接搬入可否

□高い

□低い

□支障あり

□支障無

□可

□不可

６）被災地域の道路状況

・平時から車両の通行量が多い道路の場合、住民の仮置場への直接搬入を許可すると仮置場

周辺が渋滞し、交通の支障となる可能性が高い。

・仮置場や集積所の候補地周辺に、狭隘なエリアが広範囲に存在する場合、発災時は平時よ

りも道路状況が悪化し、車両の通行が鈍化する想定される。



22

７）地域住民との意見交換

発災前に地域住民や収集運搬業者を対象に意見交換を実施し、片付けごみの回収戦略に

係る具体的な検証や課題を行っておくことで、戦略の実効性を向上することができる。

意見交換会で使用する資料の例を示す。

片付けごみの回収戦略に係る意見交換（住民）

【目的】

過去の災害で発生した「災害廃棄物」の処理において、いわゆる片付けごみが

路上に堆積し、混合化、生ごみの混入、道路の閉塞等の様々な問題が発生したケ

ースが多く見られています。片付けごみの対応は行政だけでなく、収集運搬業者

や住民との協働が不可欠であることから、集積所や仮置場を活用した片付けご

みの回収戦略に係る意見交換を行い、今後の災害に向け実効性を確保します。

【用語説明】

災害廃棄物 主に災害によって被災した家屋から発生するごみ。

片付けごみ 災害廃棄物のうち、住民が被災家屋を片付ける際に発生するごみ。

集積所

（住民用仮置場）

片付けごみを一時的に集積する場所。比較的小規模で、住宅の近

辺に設置。主に町会や自治会が設置・管理。

仮置場

片付けごみや被災家屋の解体に伴い発生するごみを搬入し、仮置・

粗選別を行う場所。集積所よりも大規模で、住宅地から少し離れた

場所に設置することが望ましい。市が設置・管理。大型トラック・重機

が入る。

【災害時の想定】

市内で浸水被害が発生し、以下のような状況になったと想定してください。

・お住いの小学校区が浸水し、住宅被害（床上浸水・床下浸水）が発生していま

す。

・水が引き、被災した住宅の片付けが始まり、片付けごみを持ち出すための置場

（集積所）が必要になっています。

・自治会で 1箇所、集積所を設置することになりました。集積所の場所は別添資

料をご参照ください。

・集積所に集められた片付けごみが混合状態になったり、集積所に隣接する住宅

の迷惑にならないよう管理する必要があります。

（なお、集積所に集めた片付けごみは、市が運び出し仮置場へ搬入します）
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【確認事項】

前述の「災害時の想定」を踏まえ、以下の事項に対するご意見をお聞かせくだ

さい。

①住民の方が搬入するのに遠すぎるなど、集積所候補地の場所に問題はありま

せんか。

回答：

②住民の方が集積所に片付けごみを搬入する場合、どのような手段を取られる

と思われますか。（車両、台車、手で運ぶ など）

回答：

③集積所の運営管理に係る以下のような項目について、事前に準備しているこ

とや考えていることはありますか。

回答：

・管理責任者

・集積所の開設時間・開設期間の設定

・集積所に搬入できる範囲（地区・地域）の設定

・分別の区分

・住民の方への分別指導方法

・資機材（看板・台車・軽トラック など）

・不法投棄対策

・その他

④その他、集積所の設置、運営管理に関する問題点・課題はありますか。

回答：
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片付けごみの回収戦略に係る意見交換（収集運搬）

【目的】

過去の災害で発生した「災害廃棄物」の処理において、いわゆる片付けごみが

路上に堆積し、混合化、生ごみの混入、道路の閉塞等の様々な問題が発生したケ

ースが多く見られています。片付けごみの対応は行政だけでなく、収集運搬業者

や住民との協働が不可欠であることから、集積所や仮置場を活用した片付けご

みの回収戦略に係る意見交換を行い、今後の災害に向け実効性を確保します。

【用語説明】

災害廃棄物 主に災害によって被災した家屋から発生するごみ。

片付けごみ 災害廃棄物のうち、住民が被災家屋を片付ける際に発生するごみ。

集積所

（住民用仮置場）

片付けごみを一時的に集積する場所。比較的小規模で、住宅の近辺に

設置。主に町会や自治会が設置・管理。

仮置場

片付けごみや被災家屋の解体に伴い発生するごみを搬入し、仮置・粗

選別を行う場所。集積所よりも大規模で、住宅地から少し離れた場所に

設置することが望ましい。市が設置・管理。大型トラック・重機が入る。

【災害時の想定】

市内で浸水被害が発生し、以下のような状況になったと想定してください。

・市内の複数の地域で住宅被害（床上浸水・床下浸水）が発生しています。

・水が引き、被災した住宅の片付けが始まり、片付けごみを持ち出すための置場

（集積所）が必要になっています。

・自治会で 1箇所、集積所を設置することになりました。集積所の場所は別添資

料をご参照ください。

・片付けごみの撤去のため、集積所に集められた片付けごみを仮置場や廃棄物処

理施設に搬入する必要があります。
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【確認事項】

前述の「災害時の想定」を踏まえ、以下の事項に対するご意見をお聞かせくだ

さい。

①災害時に使用が想定される車両の種類・台数・積載可能量（m3、トン）を教えて

ください。

回答：

②集積所周辺は狭隘ですが、2t 車やプレスパッカー車の通行は可能でしょう

か。

回答：

③集積所と仮置場候補地、集積所と処理施設はそれぞれ 1 日でおおよそ何往復

できますか。

回答：

④集積所周辺の運搬ルートをご記入ください。

※別添資料にご記入ください。

⑤平ボディ車とプレスパッカー車で連なって集積所から片付けごみを回収する

ことは可能ですか。

回答：

⑥災害時であっても生活ごみの収集は継続する必要があります。片付けごみの

対応は生活ごみの収集に上乗せされる形になりますが、人員や資機材等につ

いて問題・課題はありますか。

回答：

⑦その他、片付けごみの収集運搬に関する問題点・課題はありますか。

回答：
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住民との意見交換の実施結果例

集積所候補

地

各自治会での意見でも、市で想定する広場しか集積所の適地はない→市内

では利用しやすい集積所の余裕はない。

集積所への

片付けごみ

の運搬手段

集積所ヘは搬出者自身による搬出を想定しており、多くは台車等の車を使

用しない人力による搬入を想定していた→高齢者等の要配慮者の片付けご

み搬出にはボランティアや地域コミュニティによる共助が必要となる。

仮置場の運

営管理

・集積所の管理責任者は自治会長を想定→自治会長の負担が大きくなる。

・集積所の開設時間・期間は想定されていない→市との事前の調整が必

要。

・収集の範囲：自治会の住民に限定→集積所が不足する場合等に隣接自治

体との連携について検討が望まれる。

・分別区分、住民への分別指導：未検討又は燃える・燃えないの区分のみ

→混合状態となることが想定されるため、市との事前の調整が必要。

・資機材：台車、リヤカー、一輪車程度を準備→看板やカラーコーン、ブ

ルーシート、場合により小型の重機や運搬車両等の資機材が必要となる

ので、市との事前の調整が必要。

・不法投棄対策：考えていない、具体的な対策はない→開設時間・期間と

あわせて集積所の管理体制について市との事前の調整が必要。管理責任

者のみでは対応は出来ない。

その他主な

意見

・市との連携や、市からの具体的な指導を望んでいる。

・近隣の自治会との連携体制構築が必要。

・災害廃棄物対策の訓練を自治会内で実施してみたい。

・防犯対策として防犯カメラの設置が必要となるのではないか。

収集運搬事業者の意見交換の実施結果例

車両の種類・台

数・積載可能量

2t のプレスパッカー車と 2t ダンプ車を各社、直営ともに有してい

るが、運転手や作業員の対応が必要→資機材、人員リソースの整

理が必要

狭隘箇所の車両通

行

平時から 1t 車や軽車両で収集を行っている狭隘箇所では 2t車、

プレスパッカー車の走行は不可→集積所からの搬出について検討

が必要

集積所と仮置場候

補地の往復回数

通常の生活ごみの搬出も行う場合は 1日 2往復しかできないと想

定される→集積所からの搬出が想定よりも時間がかかる可能性

がある。

平ボディ車とパッ

カー車の並走

平ボディ車を有してパッカー車が走行可能な範囲では対応可能→

パッカー車が走行できない狭隘箇所では対応が困難

平時の生活ごみに

加えた災害廃棄物

処理の可能性

災害廃棄物を追加で回収するには人員や資機材及び時間が不足す

る→機材、人員リソースの整理が必要、不足分について応援要請

を検討

その他主な意見 ・安全な収集運搬の為にも住民への分別の周知徹底が必要。

・締結している協定の具体的内容を確認すべき

・片付けごみの積み込みに重機が使えると効果的である。
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（４）戦略に応じた住民広報

片付けごみ対応では、混合ごみや未管理の仮置場の発生を防ぐため、住民へのごみの出し

方・分別ルール、排出場所等を周知することが重要である。マスコミには、広報部局から一

括して情報提供し、庁内の対応の円滑化を図る方法もある。迅速に対応できるよう、平時か

ら広報内容や手段を検討する必要がある。

図表 2.3-12 広報する情報と手段の例

また、片付けごみの処理においては、住民やボランティア等の協力が不可欠であることか

ら、住民やボランティアを対象とした研修や訓練を実施することが有効である。

座学、ワークショップ、模擬訓練などを通して、災害時のごみ出しに対する理解促進、意

識の向上を図ることで、身近な問題として、日頃の備えや災害時の自助・共助を促す。

自治体では、災害時のごみ処理についても、平時の定期的な出前講座や危機管理部局が実

施する防災訓練に位置付けることで、比較的実施しやすいものとなる。

図表 2.3-13 研修・訓練の実施検討例

①目的・効果の整理

②対象地域等の選定

③プログラム検討

④研修・訓練の実施

⑤実施結果の振り返り・活用

住⺠、ボランティアなどの研修対象者や、
研修・訓練の目的、実施により期待する効
果を整理する。

研修・訓練への参加を依頼する地域や、参
加募集を行う団体等を選定し、関係者と調
整を行う。

危機管理部局等の庁内関係部局、一部事務
組合、廃棄物関係事業者、社会福祉協議会
などの参加についても検討する。

当日のプログラムやタイムスケジュール、
具体的な内容について検討する。必要に応
じて対象地域等の意向確認等の調整を行う。

参加者にアンケートを行うなど、可能な限
り参加者の意見や要望を集める。

研修・訓練の振り返りで得た成果・課題を、
今後の処理対策への活用や、他の地域・団
体での実施へ、水平展開を図る。
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３．仮置場・集積所の設置運営

3.1 効率的な仮置場運営方法

（１）仮置場の設置～運営までの流れ

発災後の仮置場の設置から運営、閉鎖までの対応フローを図表 3.1-1 に示す。本フローは

災害時の対応方針を示しているが、片付けごみの回収戦略とあわせ平時に検討を行うこと

により発災時に速やかな対応が可能となる。

図表 3.1-1 発災後の仮置場設置～運営の流れ

災害発生

被害情報の収集

（１）仮置場の開設場所の選定
（２）仮置場の開設準備
（３）仮置場の運営等に必要となる資機材の確保
（４）住民等への周知内容、方法等の決定

仮置場の開設準備

住民へ仮置場開設に関する周知

仮置場の開設

（１）災害廃棄物持込み車両の誘導
（２）仮置場における環境保全上の措置
（３）仮置場内における災害廃棄物の選別
（４）仮置場内における災害廃棄物の搬入出量管理
（５）仮置場からの災害廃棄物の搬出
（６）仮置場内における労働安全管理
（７）仮置場の閉鎖

仮置場の運営管理

※風水害の場合は、台風通過後や雨がやんだ後すぐ

に災害廃棄物の片付けが始まる
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3.2 仮置場の開設準備

（１）仮置場の開設場所の選定

・候補地の中から、仮置場としての適性が高い場所を優先し、開設について順に検討

（被災して使用不能になっていないか、他の用途で使用されていないかは、確認が必要）

【優先して考慮すべき条件】

□被災地域から離れすぎていないか（被災地域から車で１０分程度の運搬時間を基準）

□必要と考える広さがあるか（3,000 ㎡以上を目安）

□舗装済か（敷鉄板でも代替可）

□交通量の多い道路に面していないか（搬入者以外の車両通行にも影響するおそれ）

□出入口が明確な場所か（出入口が複数あると車両誘導や警備が困難になるおそれ）等

・仮置場の決定に際しては、候補地の所有者（管轄先）と、土地利用に関する調整を必ず

実施

・仮置場が不足する場合や市町村単独での処理が困難な場合、府等へ協力を依頼

（２）仮置場の開設準備

①仮置場のレイアウトの決定

・仮置場からの搬出作業も想定し、極力そのまま引き渡せるような「分別区分」

を決定

・災害廃棄物を保管する場所、分別区分を示す看板や見せごみを設置する場所、

重機が作業を行う場所等、仮置場内の「配置」を設定

図表 3.1-2 仮置場内の看板等配置事例

出典：「平成 30 年度災害廃棄物対策東北ブロック協議会（第 3 回） 資料 2 仮置場

に関する検討結果」（平成 31 年 2 月 災害廃棄物対策東北ブロック協議会）

簡易的な立て看板

仮置場案内図の設置 見せごみの設置事例
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②導線の検討

・搬入・搬出車両がどのように仮置場内を移動するのか、「動線」を検討

図表 3.1-3 一次仮置場の配置計画（レイアウト）例

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技 18-3】

③仮置場の開場日時の決定

・仮置場を「開場する日」を決定（毎日開場する、決められた曜日のみ開場する

など）

・仮置場を「開場する時間帯」を決定（開場～閉場時間、昼休みの有無など）

・仮置場の「開設期間」を決定（開設期間を予め設定しておき、必要に応じ延期

する）

・発災後、ごみの片付けは早々に行われると予想されるため、速やかな開設が必

要

・開設に際し、廃棄物の搬出先を確保（受入停止リスクの回避。）

④仮置場の運営方法の決定

・仮置場の運営に必要な人員を確保

・民間事業者への運営委託についても検討
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【必要な人員と役割例】

現場責任者 ○仮置場の全体管理

・場内の安全管理

・空きスペースの把握

・連絡調整 等

誘導員 ○交通整理

・出入口での車両誘導、場内の混雑状況の調整

○排出地域の確認

・搬入者の免許証やナンバープレートから、被災地域からの搬入で

あることを確認

補助員 ○荷下ろしの補助

・分別区分の区画ごとに複数名配置し、搬入者の荷下ろしを補助

○分別指導

・適切な分別への協力を依頼

（３）仮置場の運営等に必要となる資機材の確保

【仮置場の運営時に必要となる資機材の例】

仮置場設置関連 出入口用のゲート・チェーン、案内用看板、受付用の設備（机、筆記

具等）、敷鉄板・砂利、コーン標識・ロープ等

災害廃棄物

処理関連

フォーク付バックホウ等の重機、搬入出用の車両等

現場管理関連 搬入許可証、フレコンバッグ・コンテナ、シート、仮囲い、飛散防止ネ

ット、消臭剤、消火器、掃除用具等

（４）住民等への周知内容、方法等の決定

・住民のほか、住民を支援するボランティアに対しても、社会福祉協議会を通じて周知を

実施

・周知の手段は、情報量、速報性、伝達力など、各種手段における特徴や留意点を考慮

し、場面に適したものを検討し、決定

・周知を行う際には、関係先（ホームページ掲載は市町村の広報担当課等、テレビ・ラジ

オ等による周知はメディア関係等）と、調整

【利点別の住民への周知方法】

情報量「高」 速報性「高」 伝達力「高」

・チラシ

・行政ホームページ

・広報誌 など

・防災行政無線

・広報車

・行政ホームページ

・行政SNS

・ラジオ など

・チラシ

・テレビテロップ

・説明会

・口コミ（口頭） など
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図表 3.1-4 仮置場案内チラシ例（熱海市の事例）

出典：熱海市ホームページ（https://www.city.atami.lg.jp/kurashi/gomi/1000840/1007387.html）
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3.3 仮置場の運営管理

（１）災害廃棄物持込み車両の誘導

【車両の誘導を行う場所とその対応】

仮置場外 周辺道路の渋滞緩和、車両の錯綜防止等を目的とした誘導員を配置

入口部

（受付）

仮置場への搬入車両の管理を目的とした受付作業員を配置

※他市町村や受入対象外のごみの搬入防止の観点からも、受付は重要

＜受付時の主な確認事項＞搬入者（廃棄物発生元）の氏名、車両ナンバ

ー、搬入許可証、搬入車両の種類、主な搬入物等

仮置場内 搬入車両の動線、荷下ろし場所への案内を目的とした誘導員を配置

（又は、看板設置、分別指導員との兼務等、誘導員配置に代わる対応を実

施）

（２）仮置場における環境保全上の措置

・仮置場内の火災対策、飛散対策、騒音・振動対策、土壌汚染対策、臭気対策などの実施

・受付時間外の対策の実施（閉場後の入口封鎖、夜間警備など）

【火災対策】※仮置場内で火災が発生した事例があり、特に留意が必要

□可燃性廃棄物の積上げ高さを5m以下とする（より低い方が望ましい）。

□災害廃棄物の山と山との離間距離を2m 以上とする。

（３）仮置場内における災害廃棄物の選別

【選別の留意事項】

□ある分別区分の廃棄物の山に異なる種類の廃棄物が混合化しないよう、適切に管理

※混合化を防ぐため、手作業・重機による分別、迅速な搬出を実施

□受け入れざるを得ない、想定外の廃棄物の保管場所も仮置場内に確保

□仮置場での選別や搬出に係る前処理作業が発生しない分別区分を設定

（４）仮置場内における災害廃棄物の搬入出量管理

【基本的な搬入出量管理方法】

□搬入量（搬入量別積載量（車種別に計算）×搬入台数）

車種
想定

積載量

搬入台数 推計

重量

（t）

●月
合計

1日 2 日 … 30日

軽トラック ●kg

…

□搬出量

・処理先（処理施設等）で計量した結果を受領※搬出量は、国庫補助金を申請する上で

も必須の情報のため、適切に把握
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（５）仮置場からの災害廃棄物の搬出

【搬出時の留意事項】

□災害廃棄物処理フローに沿い、品目別の処理先を確保（平常時から処理先を検討し

ておく）

□衛生害虫等の発生防止のため、腐敗性の廃棄物は特に速やかに処理先を確保

□有害廃棄物、危険物、適正処理困難物等が仮置場に搬入された（受け入れざるを得

なかった）場合は、他の分別区分の廃棄物と分けて保管した上で、処理先を確保す

る。その際の処理先は、指定取引先等、平常時から決められた収集ルートへの依頼が

基本

（６）仮置場内における労働安全管理

・災害廃棄物に関する対応は、平常時よりも事故等の発生リスクが高まると考えられるこ

とから、作業員の心身の健康に配慮した業務体制を確保

【作業員に必要な装備・保護具等の例】

基本装備 作業着、底に鉄板の入った安全靴、帽子・ヘルメット、軍手、ゴム手袋

粉じん対策 防塵マスク、安全ゴーグル、めがね

衛生対策 タオル、着替え、除菌ウェットティッシュ、消毒液、虫よけスプレー

熱中症対策経 経口補水液、塩分を含む飴

防寒対策 防寒着、カイロ

感染症対策 マスク、フェイスシールド

・二次災害発生のおそれがある場合の仮置場の受入一時休止についてルール化

・事故防止に関する確認や情報共有を行うことを業務ルーチン化

【作業員の健康管理への配慮の例】

労働時間への配慮 休憩時間・昼休みの確保、交代勤務制の導入

心労への配慮 役割の交代、運営計画・広報・マニュアルの作成等による現場対

応の省力化

熱中症への配慮 こまめな休憩・水分・塩分の取得

感染症への配慮 作業員の体温管理の徹底、こまめな手洗い・消毒、咳エチケット

の励行、休憩中の密集の回避、離隔距離の確保

（熱中症リスクが高い環境下では、いずれの対応を優先する

か、現場状況から判断）

（７）仮置場の閉鎖

【仮置場閉鎖時の留意事項】

□仮置場における災害廃棄物の受入を終了（閉鎖）する前に住民へ周知

□閉鎖の時期は、ごみの搬入状況や住民からの要望等を考慮し、慎重に検討

□閉鎖した仮置場は、開設前の状態へ原状復旧

□土地所有者に対しては、用地返却のための確認を実施
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４．片付けごみ回収の実施における留意事項等

4.1 仮置場・集積所運用の留意事項

「災害廃棄物対策指針（改定版）」の技術資料【技 18-4】に示される「仮置場の運用に

当たっての留意事項」を整理した内容を図表 4.1-1 に示す。図表 4.1-1 の記載は仮置場に

ついてのものであるが、集積所へも適応可能な内容も表示している。

特に便乗ごみについては、災害廃棄物発生量の増大を招くことから、図表 4.1-2 に示す

とおり、発災後の対策のほか、平時の対策も有効である。

仮置場における必要資機材については、図表 4.1-3 に例示した。

図表 4.1-1 仮置場の運用に当たっての留意事項の整理結果

人員の確保  仮置場を管理・運営するためには、受付（被災者、場所の確認、積荷

のチェック）、出入口の交通誘導員、分別指導員、荷下ろし補助員等が

必要

 特に発災初期は人員の確保に時間を要することが多いため、円滑に人

員を確保できるよう、あらかじめ庁内での応援体制を構築

 近隣自治体との災害支援協定の活用やシルバー人材センター等との連

携について平時から協議し、円滑な人員確保のための体制を整理

災害廃棄物

の分別

 分別の必要性と方針を初動時に明示し、住民等の協力を得ることが重

要

 住民等が分別したものを戸別に収集する事例が見られるが、結果とし

て混合廃棄物となっている事実もあり、戸別収集を選択する際は慎重

な検討が必要であることに留意が必要

 仮置場における分別等は、担当職員の指導はもとより、各現場で作業

を行う人材（応援者、地元雇用者等）の能力や認識に相当依存するこ

とから、リーダーや役割分担を決め、分別の重要性、内容、方法につ

いて共通理解を図った上で、分別を行うことが重要

 被災場所等の片付けや仮置場への搬入は、ボランティア活動によるも

のが大きいことから、ボランティアの取りまとめを行う社会福祉協議

会等と分別に係る情報交換を行って共有を図りつつ、分別や安全の確

保を徹底

 教材として「災害廃棄物早見表」（一般社団法人廃棄物資源循環学会）

を活用

搬入量・搬

出量の把握

 災害廃棄物処理の進捗や処理費用を管理するためには、搬入量・搬出

量の把握が重要

 特に処理・処分先への搬出量は、国庫補助金を申請する上で必須の情

報

 搬出量については必ず計量機で計量し、記録することが必要

 搬入量についても、簡易計量機等での計量が望まれるが、これらを設

置できない場合には、搬入台数（車種別）を計数、記録が必要

早期の搬出

と仮置場の

整理・整頓

 分別により、金属や廃家電等は仮置場から早期に搬出でき、仮置場ス

ペースの確保が容易となる

 適切な仮置場の管理・運営が行えるよう、定期的に仮置場の整理・整

頓を行うことも必要
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仮置場の安

全管理

 仮置場での事故防止のため、重機の稼動範囲をコーンで囲うなど立ち

入り禁止区域を明示し、誘導員の配置や注意喚起を行う等、安全管理

を徹底

 作業員は、通常の安全・衛生面に配慮した服装に加え、アスベストの

混入に備え、必ず防じんマスクやメガネを着用

 靴については、破傷風の原因となる釘等も多いため、安全長靴をはく

こと

 が望ましいが、入手困難な場合、長靴に厚い中敷きを入れるなどの工

夫をする。

 夏場においては、休憩時間の確保や水分・塩分の補給等、熱中症対策

を実施

野焼きの禁

止、便乗ご

み・不法投

棄の禁止

 仮置場の不足や周知が不十分な場合、野焼きをする住民が出てくる可

能性があり、「野焼き禁止」を呼びかけておく必要がある

 便乗ごみや不法投棄を防止するため、仮置場に受付を設置し、被災者

の確認及び積荷のチェック

 広報紙や看板等による住民等への周知や、夜間の不法投棄防止のため

の出入口の施錠、警備員の配置も必要

 住民が自宅近傍に自ら集積所を設置する場合がある

 これらの場所は不法投棄につながる場合があることから、一次仮置場

への搬入を促し、速やかに閉鎖（解消）することが必要

図表 4.1-2 便乗ごみの発生要因と対策

災害由来でない退蔵品などが便乗ごみとして排出されると、災害廃棄物量を増大させる一因
となり、被災地の復旧に支障をきたすことが懸念されます。
平時から家庭における退蔵品の適正な処分、リユースやリサイクル、廃棄などにより、災害時の
危険防止と災害廃棄物の発生抑制に努めることが大切です。
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図表 4.1-3 仮置場における必要資機材の例

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技 17-1】
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4.2 仮置場候補地の確認と設置運営の留意事項

災害廃棄物対策指針【技 18-3】に示される仮置場候補地選定にあたってのチェック事項

を踏まえて仮置場候補地の現地確認を行い、候補地の現状を出来る限り把握する。

図表 4.2-1 仮置場候補地の選定に当たってのチェック項目
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4.3 集積所候補地の確認と設置運営の留意事項

集積所の設置・運営にあたり、個別箇所の特性を踏まえた確認を行うための留意点を図表

4.3-1 に示す。

図表 4.3-1 集積所設置・運営にあたる確認事項・留意点

・敷地周辺の住宅立地状況

・敷地入り口の幅、軽自動車や普通車両が侵入可能か

・車両の動線を確保できるか、一方通行は可能か

・片付けごみを 2m以上積上げて周辺環境に影響はないか

・片付けごみを搬出する車両（パッカー車、平ボディ 2t 車等）が周辺に配置可能か

・遊具や防火水槽等の支障物はないか

・地域住民との連携状況

4.4 関係者との連携

片付けごみに関する自治体の役割は多岐に渡る。発災後、速やかに対応するためには、窓

口を一本化し、関係機関と情報共有を行って、連携体制を構築することが重要である。

平時から関係者と顔の見える関係を築き、災害時の対応方針等を情報共有することが望

ましい。各関係者（コミュニティ（自治会等の住民組織）、ボランティア関係団体（社会福

祉協議会等）、国・府県関係者、民間事業者）との連携について、次頁以降に示す。

図表 4.4-1 自治体の主な役割

未管理の集積所・仮置場
の発生状況を把握し、生
活環境保全上の支障が無
いよう早期の解消が必須

他自治体への
支援要請（府
県・環境省

仮置場

排出方法

収集運搬

広報

連携体制の構築
仮置場の設置方針を決定
する。設置手続きや運営
管理⽅法について、⺠間、
行政等の役割分担を決定
する。

ボランティアへの周知方法、家からの
排出作業終了地点の情報共有方法など

関係機関との情報共有

危機管理部局（被害情報、支援調整）

土木部局（家屋からの泥出し等）

避難所担当部局（避難所での広報）

ボランティア関係団体（社会福祉協会
等）との連携構築

片付けごみの分別、排出方法や被害や
被災者ニーズに伴う支援内容の調整等

住⺠対応窓⼝とマスコミ対応（活⽤）

住⺠への広報

ボランティアへの広報

広報手段の検討
住⺠からの要望・苦情対応

仮置場の事前調査
仮置場の設置

片付けごみの分別区分

運営管理、閉鎖
搬出後の資源化・処理

集積所設置の検討
片付けごみ収集処理戦略の検討

排出困難者の対応

収集運搬の方針決定

直営、委託・許可業者との調整

資源ごみ収集の休止の判断
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片付けごみを排出する集積所は、自治会等の住民組織が設置・管理する場合がある。自治

体のマンパワー不足を補うほか、被災住民は早期に片付けごみの搬出を開始することがで

きる。

集積所の運営・管理の役割は、自治会や自主防災会等の住民組織が担うことが想定される

が、平時から、自治体と災害時の対応について協力できる体制づくりを行うことが重要であ

る。連携事項、留意点、平時の対策を以下に示す。

図表 4.4-2 コミュニティ（自治会等の住民組織）との連携

・集積所は公有地を基本とし、⺠有地を使⽤する場合は所有者に許可を得る。

・集積所の設置や片付けごみの搬入状況を自治体と共有し、集積所が満杯になったら閉鎖し
て搬出の調整を行う。

・⾃治会等の住⺠組織による集積所の設置、管理・閉鎖について、共通認識を醸成する。

・自治会等において、災害時の対応（集積所の設置場所、看板等の資機材、集積所の出入口
の施錠、便乗ごみ排出防止対策等）を検討することが望ましい。

・集積所の設置

・集積所の管理・閉鎖

平時の対策

連携時の留意点

連携事項
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ボランティア関係団体（社会福祉協議会等）は、片付けごみの排出等に関する被災住民の

ニーズに合わせてコーディネートし、ボランティアを派遣する。

自治体の廃棄物担当部局では、主に社会福祉協議会や庁内の福祉関係部局を通じた支援

調整が挙げられる。連携事項、留意点、平時の対策を以下に示す。

図表 4.4-3 ボランティア関係団体（社会福祉協議会等）との連携

・被災住⺠の⽚付けごみの排出等に関するボランティア活動のコーディネート

・災害時の連携内容・手順などについて意見交換を行う。

・関係者間の合同研修会やワークショップなどで顔の見える関係を構築する。

・片付けごみの排出ルールを共有し、ボランティアに周知する。

・災害ボランティアセンター開設と同時に話し合いの場を設け、被災状況・対応条件・被災
者ニーズ を共有し、ボランティアと廃棄物部局の具体的な支援分担などの意見交換を行
う。

・家屋内の泥出しについては建設部局と廃棄物部局と、排出場所や運搬方法等の役割分担を
することが望ましい。

・ボランティアの活動において確認された問題等は、連絡会議等を通じて共有し調整を図る。

平時の対策

連携時の留意点

連携事項
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参考：大阪府作成 ボランティア連携に関わるマニュアル等

大阪府では、ボランティアとの連携にあたり『災害ごみ処理に係る市町村向けボランティ

ア連携マニュアル案［モデル例］（以下、「連携マニュアル案」という）』を作成している。

連携マニュアル案は、被災した市町村が社会福祉協議会（以下、「社協」と表記する場合が

ある。）やボランティア関係団体（NPO）等と連携し、住民と協力して速やかに災害ごみの処理

を行うことができるよう、平時及び災害時における社会福祉協議会及びボランティア関係団

体（NPO）等との連携方法、災害ごみの処理に係る課題やその解決策、災害ごみ処理の留意点、

ボランティアの受入れ体制を整えるための平時の際の関係強化等を示したものである。

市町村においては、連携マニュアル案を活用しボランティアとの連携強化に努めること

が重要である。

なお、連携マニュアル案は、各市町村が地域の実態や特徴等（ごみの分別の種類や、集積

所・仮置場の設置のルール等）に合わせて、各自で編集をして活用できるようにマニュアル

（案）［モデル例］としている。

連携マニュアル案の活用にあたっては、「ボランティア向け災害ごみ処理ハンドブック

（案）［モデル例］」、「ボランティア向け災害ごみ処理研修ツール（案）［モデル例］」と併せ

て活用されたい。各マニュアル等の目的・概要は図表 4.4-4 のとおりである。

また、図表 4.4-4 に記載の各マニュアル等について解説した図表 4.4-9『災害ごみ処理に

係るボランティア連携各種資料の活用方法について』も作成している。

図表 4.4-4 ボランティア連携に係る各マニュアル等の目的及び概要

各種資料 目的 概要

災害ごみ処理に係る

市町村向けボランティア

連携マニュアル案

［モデル例］

（図表 4.4-6）

市町村が、平時・災害時にお

けるボランティア及び関係団

体との連携方策の検討・整理

に活用

災害ごみの定義・種類やボランテ

ィア活動の概要のほか、市町村を

中心とした連携体制構築に係る情

報を掲載。

ボランティア向け

災害ごみ処理

ハンドブック案

［モデル例］

（図表 4.4-7）

市町村やボランティア関係者等

が一般ボランティアを対象に平

時・災害時に配布して活用

災害ごみ処理のボランティア活動

に参加する方へ周知が必要な情報

（ボランティア活動の流れや留意

点、ごみの種類、装備等）を掲載。

現場での活用に特化した概要版

は、活動の流れと留意点、ごみの

種類のみ掲載。

ボランティア向け

災害ごみ処理

研修ツール案

［モデル例］

（図表 4.4-8）

市町村が社会福祉協議会等と

連携して、一般ボランティア

を対象に平時に図上演習等の

研修に活用

災害ごみ処理のボランティア活動

に係る一般ボランティア向けの研

修ツール。活動の留意点や、災害

ごみの分類などの４テーマをワー

クショップ形式で学べるよう、設

問・解説をセットで掲載。
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参考：大阪府作成 ボランティア連携に関わるマニュアル等

図表 4.4-5 ボランティア連携に係る各マニュアル等の関係

図表 4.4-8 ボランティア向け

災害ごみ処理研修ツール（案）［モデル例］

図表 4.4-6 災害ごみ処理に係る市町村向け

ボランティア連携マニュアル［モデル例］

図表 4.4-7 ボランティア向け

災害ごみ処理ハンドブック（案）［モデル例］

図表 4.4-9 災害ごみ処理に係るボランティア

連携各種資料の活用方法について

災害ごみ処理に係るボランティア連携
各種資料の活⽤⽅法について

令和5年3月

令和４年度災害廃棄物処理府県提案型モデル事業（近畿ブロック）
ボランティア連携マニュアル（案）の作成支援（大阪府）

災害ごみ処理に係るボランティア連携のため、市町村等での活⽤を想定して
以下の①〜③の資料を作成しました。
各種資料の活⽤にあたり、はじめに本資料をお読みください。

①災害ごみ処理に係る市町村向けボランティア連携マニュアル案（モデル例）
②ボランティア向け災害ごみ処理ハンドブック案（モデル例）
③ボランティア向け災害ごみ処理研修ツール案（モデル例）

※ 本資料含め、①〜③の資料では、「被災家屋を⽚付ける際に出てくる災害によって⽣じた
片付けごみ」を一般的に分かりやすい呼称として『災害ごみ』と表記しています。

ボランティア向け
災害ごみ処理研修ツール

（案）

令和5年3月

モデル例

【目次】

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

１章 災害ごみ処理の流れと留意点 ・・・・・・・・・・・・ 3

２章 災害ごみの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

３章 被災現場の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

４章 作業時の装備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

関連情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

〇〇市 〇〇市社会福祉協議会

ボランティア向け
災害ごみ処理ハンドブック案

令和５年3月

ボランティア活動へのご参加

ありがとうございます。

みなさまのご支援は、被災された方が

日常を取り戻す一歩につながっています。

被災地の早期復旧・復興に向けて、

ご協⼒をお願いします。

モデル例
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国（地方環境事務所）・府県は、市町村の状況に応じて双方相談をし、助言や支援調整を

行う。支援調整は、被災していない（又は被害が少ない）他の自治体、民間事業者団体、協

定締結先等の関係機関が挙げられる。連携事項、留意点、平時の対策を以下に示す。

図表 4.4-10 国・府県関係者との連携

片付けごみの回収では、民間事業者の支援として収集運搬、仮置場の運営・管理が挙げら

れる。民間事業者への支援要請は、平時のごみ収集等の委託先、協定締結先のほか、府県と

民間事業者団体との協定に基づき、支援を行う場合もある。連携事項、留意点、平時の対策

を以下に示す。

図表 4.4-11 民間事業者との連携

・市町村で確保可能な人員・資機材等と支援が必要な事項を明確にする。

・被災市町村、府県、近畿地方環境事務所で発災後の早い時期に合同会議で支援調整を行う。

・支援自治体が現地で活動する場合は、予め被災自治体等と収集品目やエリアについて、役
割分担を調整する。特に、収集運搬では複数の団体が活動する場合があるため留意が必要
である。

・協定先の⺠間事業者団体を通じた事業者の調整

・府県内自治体支援調整

・集積所・仮置場の設置場所及び運用状況の把握と整理

・仮置場の運営委託に関する契約書類作成支援、実行計画作成支援、その他助言・指導等

府
県

・近畿圏内(近畿地方環境事務所による)、全国(災害対策室による)の自治体支援調整

・人材バンクによる人的支援調整

・全国都市清掃会議を通じた支援調整

環
境
省

・平時に支援・受援のスキームを検討し共有する。

平時の対策

連携時の留意点

連携事項

片付けごみの収集運搬
・通常のごみ収集委託事業者
・一般廃棄物収集運搬業許可業者
・産業資源循環協会
（産業廃棄物収集運搬事業者）
・建設業協会
（土木・建設事業者）
・トラック協会
（貨物自動車運送事業者）
・日本造園建設業協会 等

・片付けごみの収集運搬

・仮置場の運営・管理

仮置場の運営・管理
・産業資源循環協会
（産業廃棄物処理事業者）
・建設業協会
（土木・建設事業者）

民間事業者の例

・収集運搬では、複数の関係者が支援する場合、作業の
重複等を避けるため、収集品目、作業区域分け、時間
割等の調整が必要である。

・日報等で情報共有を行う（片付けごみの収集状況、仮
置場への搬入・搬出状況の把握等）。

・平時に複数の団体と協定を締結することが望ましい。
毎年意見交換や確認を行い、顔の見える関係をつくり、
必要に応じて協定を見直すことで実効性を確保する。

・仮置場の運営・管理を担うには、事業者としてもある
程度の経験が必要であり、事前の協定締結や研修訓練
の実施が望ましい。

平時の対策

連携時の留意点

連携事項
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＜参考資料＞

集積所の取組 ～設置プロセス～

集積所の取組 ～未管理対応プロセス～

自治会等 自治体

通常時より集積所候補地を検討 通常時より集積所候補地を検討

集積所の設置場所の決定 集積所の管理に必要な看板等資材の提供

片付けごみ集積所看板注意事項
等掲示、分別看板の設置

簡易な管理(１回/日の状況確認)

違法投棄や満杯時には連絡 集積所の一次閉鎖

仮置場・処分場への集中搬出

集積所の状況確認と収運計画の検討

集積所の再開・閉鎖の判断（自治会と自治体の判断）

住所名称等を連絡

提供

メール：搬入割合等を状況写真等で連絡

連絡

連絡

連携

・集積所名(番号）
・連絡先
・搬入時間
・搬入できる地域
・搬入できるごみ
の種別

・注意事項 等

・閉鎖、代替手段の
看板

・トラロープなどで
侵入防止

・今後の見通し 等

・集積所の開設・搬入は、混廃を防止するため，分別看板の設置後とする。

• 集積所の候補地は､自治会等が事前に自治体と検討しておくことが望ましいが、発災後に決定した
場合は迅速に自治体へ連絡をする。

• 自治会等は、被災状況や地域の状況を判断して、設置・搬入状況等の連絡を自治体の担当部署に連
絡する。
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リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にした

がい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。


